
下記のとおり、公告で定めている実績を有していることに相違ありません。

①「ウェブサイトの企画・構築・運営」又は「ウェブサイトの更新」

＜添付書類＞

公告で定めている実績が確認できる資料（仕様書等）の写し

※ 提出された資料により公告で定めている実績が確認できない場合は、実績として認めない。

※  「企画」とは、次の（a）～(c)のすべてを実施することをいう。

※

※  「ウェブサイトの更新」とは、次のいずれかを実施することをいう。

※

※

①「ウェブサイトの企画・運営・構築」又は「ウェブサイトの更新」の実績は、それぞれの要件を満たしてい
る場合、同じ契約をそれぞれの実績としてもかまわない。(例：本市の「移住・定住関連情報の発信に関する
業務委託」)

1

業務名 契約金額

請負者契約期間 発注者

実績調書

商号又は名称

(a):委託者から、事業目的の達成のための意向・ニーズ等を聴取し、十分に理解すること。
(b):ウェブサイトで採り上げるテーマ（分野）に関する世の中の動向などを調査し、把握すること。
(c):(a)、(b)を踏まえたうえで、求められている知見・ノウハウを生かして、目的、目標、実現手法、内容等
を検討すること。

円　

　　　年　　　月　　　日から
　　　年　　　月　　　日まで

共同企業体の構成員としての実績は、当該共同企業体における役割が上記の条件に適合し、かつ、出資比率に
相当する額又は受取額が契約金額の条件に適合するものであること。

・「企画」に基づき、複数のウェブページにより構成されるコンテンツ（コーナー等）を設計・作成し、当該
ページを既存のウェブサイトに追加し、サイト利用者等が正常に利用できるように公開すること。

・既存又は新規のウェブページに、テキスト、図表、画像、映像、バナー等の追加・差し替えを、一体的かつ
継続的（概ね1年間を通して実施したものに限る。）に実施し、サイト利用者等が正常に利用できるように公
開すること。

「ウェブサイトの企画・構築・運営」とは、「企画」に基づき、サイトを設計・作成し、サイト利用者等が正
常に利用できるように公開するとともに、ウェブサイトの質の向上及びコンテンツの作成・更新・公開を一体
的かつ継続的（概ね1年間を通して実施したものに限る。）に実施し、サイト利用者等が正常に利用できるよ
うに公開することをいう。


